
入間市総合計画 前期基本計画 

（平成２９年度～３３年度） 

 

 

素 案＜概要版＞ 
 

 

「これからの入間市を考える」市民説明会 次第 

 

〔日 時〕 平成２８年２月１１日（木･祝） 午前 9 時 30 分～ 

                 １９日（金）   午前 9 時 30 分～ 

       

    〔会 場〕 １１日：入間市市民会館 ３階１号室 

          １９日：入間市市民活動センター ３階活動室１ 

 

    〔プログラム〕 

      ９:３０～ ９:４０ あいさつ・趣旨説明 

      ９:４０～１０:２０ 総合計画概要説明 

     １０:３０～１１:１０ 第１章「つながりを大切にしたまちづくり」   

     １１:２０～１２:００ 第２章「学びあいのまちづくり」 

休  憩 

     １３:００～１３:４０ 第３章「ささえあいのまちづくり」 

     １３:５０～１４:３０ 第４章「住みやすく緑豊かなまちづくり」 

     １４:４０～１５:２０ 第５章「活気に満ちたまちづくり」 

     １５:３０～１６:１０ 第６章「安全で安心してくらせるまちづくり」 

     １６:２０～１７:００ 人口ビジョン及び総合戦略 

      ※いずれも冒頭２０分程度で概要説明、その後質疑応答を行います。 

 

 

 

平成２８年２月 

入 間 市 
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基本構想の概要 

◇基本構想と計画の構成◇ 

入間市総合計画は、市民に密接に関わる各種施策や事業を実施する際の指針となる計画であり、

入間市全体の進むべき方向性を表すものとして、平成２９年度を初年度とするものです。 

基本構想は、本市のまちづくりの目標と、それを達成するために実施する計画の全期間にわたる

基本的方向性について明らかにしたもので、基本計画の指針となるものです。 

また、計画策定に向けた基本的視点と施策の大綱を掲げ、これに基づいて具体的な施策・事業を

推進することとします。 

＜総合計画を構成する各計画の相関図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇１０年間のまちづくりの目標◇ 
 

 

 

 

 

◇計画の基本指標◇ 

（１）将来人口 

  ①総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３年間：毎年ローリング＞ 

＊実施計画は、基本計画による施策等の実施について、３ケ

年計画のローリングにより、毎年度策定します。 

基本構想（１０年間） 平成２９年度～３８年度 

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間） 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

みんなでつくる 住みやすさが実感できるまち いるま 

150,914 
150,216 

148,951 

146,210 

141,172 

136,048 

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 Ｈ39 Ｈ40 Ｈ41 Ｈ42

計画期間 
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②年齢別人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 計画期間における人口推計表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）財政見通しによる歳入・歳出の推計 
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◇計画の基本的視点◇ 

本計画の策定にあたって、重視すべき基本的視点を次のとおり示します。 

ここで示す６つの基本的視点は、総合計画の各分野における施策を横断する重点的なテーマとし

て設定するものです。 

 

（１）人口の減少・少子化、高齢化への備え 

〇 全ての世代で支え合う社会の構築 

     〇 人口の規模・年齢構成の変化に対応した行政運営の構築 

     〇 子育て世代、高齢者が暮らしやすいまちづくりの推進 

     〇 住みやすく働きやすいまちづくりの推進 

 

（２）安全で安心なくらしを守る 

    ○ 災害に強いまちづくりの推進 

○ 犯罪や事故のないまちづくりの推進 

○ 市民生活における安全の確保 

○ 環境にやさしいまちづくりの推進 

○ いのちや健康を守るまちづくりの推進 

      

（３）厳しい財政状況における行政運営 

    〇 効果的、効率的、計画的な行財政運営の推進 

     〇 市民と行政の役割分担の見直し 

      

（４）将来にわたって持続可能なまちづくり 

    〇 人口構造の変化に対応したまちづくりの推進 

     〇 公共施設の適正な管理と活用 

      

（５）グローバル社会への対応と情報通信技術の利活用 

    〇 グローバル社会への対応と国際感覚の醸成 

〇 外国人市民が暮らしやすいまちづくりの推進 

     〇 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したまちづくりの推進 

                 

（６）新たな自治のあり方への対応 

    〇 地域コミュニティの再構築 

     〇 市民参画・市民との協働のさらなる推進 

     〇 自立した自治体の構築 
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◇施策体系◇ 

 

■第１章 つながりを大切にしたまちづくり

（人権、コミュニティ、交流） 

 

 第１節 人権の尊重と権利の擁護 

・人権施策の推進 

  ・平和施策の推進  

・多文化共生社会の推進 

 第２節 男女共同参画社会の実現 

・男女共同参画の推進 

・女性の活躍の推進 

 第３節 コミュニティ活動の充実 

  ・地域コミュニティの維持･発展･再構築  

・市民活動の支援と活性化推進  

・外国人市民との交流推進 

 第４節 自治体間交流の推進 

  ・姉妹都市･友好都市との交流推進  

・都市間連携の推進 

 

■第２章 学びあいのまちづくり 

（生涯学習、教育、スポーツ） 

 

第１節 生涯学習の推進 

  ・学習環境の充実  

・学習活動の充実  

・学習成果の活用 

 第２節 学校教育の推進 

  ・学校教育体制及び学習環境の充実  

・学校教育内容の充実 

 第３節 社会教育の充実 

  ・社会教育環境の充実  

・家庭･地域の教育力の向上  

・青少年教育の充実  

・文化財保護･活用の充実、 

伝統文化活動団体の育成支援 

 第４節 生涯スポーツの充実 

  ・スポーツ･レクリエーション活動の推進  

・スポーツ環境の整備 

 

■第３章 ささえあいのまちづくり 

（福祉、健康） 

 

 第１節 地域福祉の推進 

・地域福祉基盤の整備  

・地域福祉活動の推進 

 

 第２節 生活支援の推進 

  ・相談指導体制の充実  

・自立支援の推進 

 第３節 子ども・子育て支援の充実 

  ・保育サービスの充実  

・幼児教育の環境整備  

・児童援護の推進  

・母(父)子福祉の推進  

・子育て支援及び子育ち支援の充実  

・妊娠期からの切れ目ない支援の推進  

・母子保健と児童発達支援の充実 

 第４節 高齢者支援の推進 

  ・生きがい活動の推進  

・生活支援の推進  

・介護保険サービスの充実 

 第５節 障害者支援の推進 

  ・活動支援の推進  

・自立支援の推進  

・生活支援の推進 

 第６節 健康づくりの推進 

  ・健康づくりの推進  

・保健事業の推進  

・医療受診体制の充実 

 

■第４章 住みやすく緑豊かなまちづくり 

（都市環境、自然環境、生活環境） 

 

 第１節 計画的な土地利用の推進 

・土地利用計画の策定と推進  

・まちの拠点の形成と連携強化の推進  

・基地跡地留保地利用の検討 

 第２節 都市基盤の整備 

  ・市街地の整備  

・良質な民間開発の推進  

・災害への対応 

 第３節 都市施設の整備と維持管理 

  ・道路･橋梁の整備と維持管理  

・上水道の整備と維持管理  

・下水道の整備と維持管理  

・公園の整備と維持管理 

 第４節 生活環境の整備･保全 

  ・公共交通網の整備  

・生活環境の維持と保全  

・廃棄物対策、循環型社会の推進  

・住宅対策の推進 
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 第５節 自然環境の維持･保全 

  ・自然環境の保全と活用  

・緑を守り育む意識の醸成  

・緑の保全と創出 

 

■第５章 活気に満ちたまちづくり 

（産業、観光、市民文化） 

 

 第１節 農業の振興 

  ・農業基盤の強化推進  

・農業生産の振興  

・地産地消の促進 

 第２節 商工業の振興 

  ・活動支援の推進  

・基盤整備の推進  

・労働環境の整備  

・雇用の促進  

・経営基盤強化支援の推進 

 第３節 観光の振興 

  ・資源開発の推進  

・資源活用の推進  

・魅力事業化の推進 

 第４節 市民文化の振興 

  ・市民文化創造  

・市民文化の発信 

 

■第６章 安全で安心してくらせるまちづくり

（危機管理、交通安全、生活安全） 

 

 第１節 危機管理対策の充実 

  ・危機管理体制の整備  

・防災体制の充実  

・広域消防体制の支援  

・消防団体制の充実  

・国民保護体制の整備  

・空き家対策の推進 

 第２節 交通安全対策の推進 

  ・交通安全環境の整備  

・交通安全対策の推進 

 第３節 生活支援の推進 

  ・市民相談の推進  

・婚活支援の推進  

・就労支援の推進 

 

 

 

 第４節 生活安全対策の推進 

  ・消費者対策の推進  

・防犯体制の充実  

・基地周辺環境の整備 

 

■計画の実現に向けて 

 

第１節 サービスの最適化 

・市民ニーズの把握と活用  

・市政情報の共有化の推進  

・情報通信技術(ＩＣＴ)の利活用と 

地域情報化の推進  

・広域行政の推進 

 第２節 公共施設の最適化 

  ・行政サービスに応じた施設機能の見直し  

・施設の活用、長寿命化の推進  

・管理運営の効率化 

第３節 担い手の最適化 

・公共サービスの提供における 

・市民と市の役割分担  

・多様な主体による協働の推進  

・民間活力の有効活用 

 第４節 事務事業の最適化 

  ・歳入の確保  

・事務事業の評価と改善  

・事務事業の選択と重点化  

・歳出の効率化と事業費の削減 

 第５節 組織機構の最適化 

  ・職員の意識改革  

・人材育成の推進  

・組織機構の簡素化と効率化  

・定員の適正管理の推進 
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前期基本計画 各章の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１節「人権の尊重と権利の擁護」 

 市民一人ひとりが互いを尊重し合い、平和で差別

のない明るい社会を目指します。 

 ・人権施策の推進 

 ・平和施策の推進 

 ・多文化共生社会の推進 

 

○第２節「男女共同参画社会の実現」 

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち

合い、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会を目指します。 

 ・男女共同参画の推進 

 ・女性の活躍の推進 

 

○第３節「コミュニティ活動の充実」 

市民一人ひとりが、分野や世代の垣根を越え、互い

に連携し支え合うことで、地域課題を解決していく

ことのできるコミュニティ活動の活発なまちを目指

します。 

 ・地域コミュニティの維持・発展・再構築 

 ・市民活動の支援と活性化推進 

 ・外国人市民との交流推進 

 

○第４節「自治体間交流の推進」 

広い視野を持つ人材を育てるとともに、都市間で

連携して市民サービスの向上が図れるようなまちを

目指します。 

 ・姉妹都市・友好都市との交流推進 

 ・都市間連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１節「生涯学習の推進」 

 だれもが生涯にわたって、いつでも、どこでも学

ぶことができ、学んだことを暮らしや地域に活かす

ことのできるまちを目指します。 

 ・学習環境の充実 

 ・学習活動の充実 

 ・学習成果の活用 

  

○第２節「学校教育の充実」 

子どもたちの確かな学力、豊かな心、健やかな体を

育成し、子どもたちが「生きる力」を育むことのでき

る、教育を大切にするまちを目指します。 

 ・学校教育体制及び学習環境の充実 

 ・学校教育内容の充実 

 

○第３節「社会教育の充実」 

市民一人ひとりの主体的な学習活動を促進し、学

びを通じて生まれる人の輪が広がっている、活力あ

るまちを目指します。 

 ・社会教育環境の充実 

 ・家庭･地域の教育力の向上 

 ・青少年教育の充実 

 ・文化財保護･活用の充実、伝統文化活動団体の

育成支援 

 

○第４節「生涯スポーツの充実」 

だれもが、いつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに親しみ、健康で活力に満ちた人生を送ることが

できるまちを目指します。 

 ・スポーツ･レクリエーション活動の推進 

 ・スポーツ環境の整備 

第１章 

「つながりを大切にしたまちづくり」 

（人権、コミュニティ、交流） 
 

市民一人ひとりが互いの人権を尊重し合い

ながら、誰もがまちづくりに参画・参加できる

環境を整え、コミュニティ活動をはじめとした

さまざまな市民活動の充実を図ることで、市民

同士や団体、各地域のつながりを大切にしたみ

んなが住み続けたいまちをつくります。 

 

第２章 

「学びあいのまちづくり」 

（生涯学習、教育、スポーツ） 

 

子どもから大人まで、市民が生涯にわたって

学び続けることができ、学びの場としての学校

教育や社会教育を充実させ、学んだ成果を地域

や社会に活かすことで、市民一人ひとりがいき

いきと暮らせるまちをつくります。 
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○第１節「地域福祉の推進」 

互いに助け合う意識やそのための仕組みを整える

地域づくりを進め、人としての自然な心が通い合い、

人の尊さや優しさを感じながら全ての市民が自分ら

しく生活できるまちを目指します。 

・地域福祉基盤の整備 

・地域福祉活動の推進 

 

○第２節「生活支援の推進」 

生活保護に至る前の生活困窮者及び生活保護世帯

に対して、自立に向けた支援を行い、自立と尊厳が確

保された社会を目指します。 

・相談指導体制の充実 

・自立支援の推進 

 

○第３節「子ども・子育て支援の充実」 

全ての子育て家庭が安心して子育てできるととも

に、子どもの夢や生きる・学ぶ・育つ権利が守ら

れ、子ども自身が学びやすい、遊びやすい、住みや

すいと感じられるような、子どもの人権を大切にす

るまちを目指します。 

・保育サービスの充実 

・幼児教育の環境整備 

・児童援護の推進 

・母（父）子福祉の推進 

・子育て支援及び子育ち支援の充実 

・妊娠期からの切れ目ない支援の推進 

・母子保健と児童発達支援の充実 

 

○第４節「高齢者支援の推進」 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生きがいを

もって生活できるような環境の整備された、明るく

活力のある長寿社会を目指します。 

・生きがい活動の推進 

・生活支援の推進 

・介護保険サービスの充実 

 

○第５節「障害者支援の推進」 

障害のある方もない方も自立した一人の人間とし

てお互いを尊重し、共に支え合い、いきいきと暮らせ

るまちを目指します。 

・活動支援の推進 

・自立支援の推進 

・生活支援の推進 

 

○第６節「健康づくりの推進」 

市民一人ひとりが主体的に健康づくりや疾病の予

防に取り組み、誰もが生涯にわたり、心身ともに健康

で、生きがいのある生活を送ることができる社会を

目指します。 

・健康づくりの推進 

・保健事業の推進 

・医療受診体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１節「計画的な土地利用の推進」 

将来性を考慮した計画的な土地利用を推進し、市

民が住みやすいと感じることができるまちを目指し

ます。 

・土地利用計画の策定と推進 

・まちの拠点の形成と連携強化の推進 

・基地跡地留保地利用の検討 

 

○第２節「都市基盤の整備」 

利便性が高く、災害に強い、市民が安全で安心し

て生活できる良好な都市環境のあるまちを目指しま

す。 

第３章 

「ささえあいのまちづくり」 

（福祉、健康） 
 

地域福祉を基盤として、市民同士の支え合い

を中心とした福祉を充実するとともに、保健・

医療・福祉の連携によっていのちと健康を守る

取組を進めていくことで、市民一人ひとりが健

康で快適な生活を送ることができるまちをつ

くります。 

 

第４章 

「住みやすく緑豊かなまちづくり」 

（都市環境、自然環境、生活環境） 

 

計画的な土地利用を進める中で、都市基盤の

維持改善に取り組むとともに、自然環境と生活

環境それぞれの環境を守ることで、快適で利便

性の高い、市民にとって住みやすさが実感でき

る緑豊かなまちをつくります。 
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・市街地の整備 

・良質な民間開発の推進 

・災害への対応 

 

○第３節「都市施設の整備と維持管理」 

道路、橋梁、上下水道、公園など都市基盤の整備に

より、快適な市民生活を送ることのできるまちを目

指します。 

・道路･橋梁の整備と維持管理 

・上水道の整備と維持管理 

・下水道の整備と維持管理 

・公園の整備と維持管理 

 

○第４節「生活環境の整備・保全」 

市民の生活環境が整備された、快適な市民生活を

送ることができるまちを目指します。 

・公共交通網の整備 

・生活環境の維持と保全 

・廃棄物対策、循環型社会の推進 

・住宅対策の推進 

 

○第５節「自然環境の維持・保全」 

本市特有の自然環境を保全するとともに、まちに

豊かな緑がある、自然環境と調和した持続可能なま

ちを目指します。 

・自然環境の保全と活用 

・緑を守り育む意識の醸成 

・緑の保全と創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１節「農業の振興」 

地域の特性を活かし、市民や消費者にとって魅力

ある農業が展開されるまちを目指します。 

・農業基盤の強化推進 

・農業生産の振興 

・地産地消の促進 

 

○第２節「商工業の振興」 

地域経済が活性化し、地域と密着した力強い産業

活動が展開されるまちを目指します。 

・活動支援の推進 

・基盤整備の推進 

・労働環境の整備 

・雇用の促進 

・経営基盤強化支援の推進 

 

○第３節「観光の振興」 

本市への来訪者に魅力を感じてもらうとともに、

市民に愛着を感じてもらえるまちを目指します。 

・資源開発の推進 

・資源活用の推進 

・魅力事業化の推進 

 

○第４節「市民文化の振興」 

市民生活を営む上で必要な、楽しさ、感動、喜び、

安らぎを創造するために、活気に満ちた市民文化が

形成されたまちを目指します。 

・市民文化創造 

・市民文化の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１節「危機管理体制の充実」 

自然災害や武力攻撃事態等に対する備えが充実し

た、市民が安全で安心してくらせるまちを目指しま

す。 

第５章 

「活気に満ちたまちづくり」 

（産業、観光、市民文化） 
 

市内のさまざまな産業の振興を図るととも

に、地域の特性を生かした観光資源のアピー

ルや新しい市民文化を創造し発信に取り組む

ことで、まちそのものの活気、そこに住むひ

との活気に満ちたまちをつくります。 

第６章 

「安全で安心してくらせるまちづくり」 

（危機管理、交通安全、生活安全） 

 

市民生活の安全を確保するために、さまざ

まな災害に対応する危機管理の体制を確立す

るとともに、交通安全の推進や、日常生活に

おけるさまざまな不安の解消にも取り組み、

市民が安全で安心してくらせるまちをつくり

ます。 
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・危機管理体制の整備 

・防災体制の充実 

・広域消防体制の支援 

・消防団体制の充実 

・国民保護体制の整備 

・空き家対策の推進 

 

○第２節「交通安全対策の推進」 

地域や関係機関と連携し、市民が安心して日常生

活を送ることができる、交通事故の起きにくいまち

を目指します。 

・交通安全環境の整備 

・交通安全対策の推進 

 

○第３節「生活支援の推進」 

市民生活の諸問題に対して、相談や支援の体制が

整備された、安心して生活を送ることができるまち

を目指します。 

・市民相談の推進 

・婚活支援の推進 

・就労支援の推進 

 

○第４節「生活安全対策の推進」 

消費者トラブルや犯罪が起きにくい、安全な市民

生活を送ることができるまちを目指します。 

・消費者対策の推進 

・防犯体制の充実 

・基地周辺環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１節「サービスの最適化」 

社会環境等の変化に伴う市民ニーズを的確に捉え、

変化に見合った柔軟なサービスを提供することで、

行政サービスの最適化を目指します。 

・市民ニーズの把握と活用 

・市政情報の共有化の推進 

・情報通信技術(ICT)の利活用と地域情報化の推進 

・広域行政の推進 

 

○第２節「公共施設の最適化」 

公共施設の機能やサービスの見直しを図るととも

に、保有量や配置の適正化などに取り組むことで、公

共施設の最適化を目指します。 

・行政サービスに応じた施設機能の見直し 

・施設の活用、長寿命化の推進 

・管理運営の効率化 

 

○第３節「担い手の最適化」 

行政が担うべき役割と責任を明確化し、市民や民

間事業者等が担うことができるものは委ねるように

することで、サービスの向上を図りつつ経費の削減

及び業務の効率化に向けた担い手の最適化を目指し

ます。 

・公共ｻｰﾋﾞｽの提供における市民と市の役割分担 

・多様な主体による協働の推進 

・民間活力の有効活用 

 

○第４節「事務事業の最適化」 

目的を達成した事業や効果が低下した事業につい

ては大胆な見直しや改善を行うなど、積極的にスク

ラップ・アンド・ビルドに取り組むことで、市民本位

の質の高いサービス提供に向けた事務事業の最適化

を目指します。 

・歳入の確保 

・事務事業の評価と改善 

・事務事業の選択と重点化 

・歳出の効率化と事業費の削減 

 

○第５節「組織機構の最適化」 

最小の職員数で最大の効果を挙げられるような組

織機構と、質の高い行政サービスを提供するための

自覚と責任を持った人材の育成により、組織機構の

最適化を目指します。 

 ・職員の意識改革 

 ・人材育成の推進 

 ・組織機構の簡素化と効率化 

 ・定員の適正管理の推進 

「計画の実現に向けて」 

 

６つの大綱に基づく政策や施策の実現に向け

ては、「行政改革大綱」を定めて、以下の５つ

の視点からの「最適化」に取り組み、限られた

財源の中でより効率的で効果的な行財政運営に

努めます。 


